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いつものむ いつもの水に 日々感謝

上下水道の使用開始

中止の届け出はお早めに

次のようなときは、事前に役場建設課上下水道室

まで届け出ください。

・ 転入、転出、転居のとき

・ １ヶ月以上、上下水道を使用しないとき

・ 上下水道の使用者が変わるとき

・ 上下水道の用途が変わるとき（家事用から業務用への変更等）

・ 上下水道を再び使用するとき

・ 家を取り壊して上下水道を廃止するとき

水道管の凍結に注意

１２月から３月にかけて水道管の凍結事故が多発します。

旅行等で長期間家を空けるときや真冬日が続いたときは

特に注意が必要です。必ず水落としを行いましょう。

水道管が凍結または破裂した場合は、速やかに

足寄町指定給水装置工事事業者に連絡しすみやかに修理を行ってください。

【 町 内 指 定 業 者 】

安定した水道を守るために皆様の協力を

現在、水道施設の老朽化が全国的に問題となっており、足寄町も例外ではありません。

足寄町の水道はこの間、水道水を安定供給するため計画的に整備を行ってきました。

現在、足寄町における水の需要は減少傾向にありますが、安心で安定した水道を供給するため、これまで整備した

水道管の老朽化に伴う更新・維持管理を行っています。

足寄町でも近年、各所で突発的な漏水事故が起こっています。

そこで、皆様にも漏水事故や災害などに備え水の備蓄などの協力をおねがいします。

継続的に水道管の更新工事を行っていますが、老朽化した管が増えていくと、漏水事故が発生する可能性が高ま

り、断水・濁水の原因となるほか、道路陥没などの２次災害の危険性も高まります。

今後も計画的に水道管の更新工事を実施し、工事現場周辺の皆様には、工事に伴う断水のお願い、交通規制、騒

音、振動などで一時的にご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。


